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１ 施設の概要 

(1) 全体位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【各老人福祉施設】 

 令和 6年 11月 1日時点 

①長崎市立あじさい荘（非公募） 

②長崎市立わかな荘 

③長崎市立すみれ荘 

④長崎市立しらゆり荘 

⑤長崎市立ひまわり荘 

⑥長崎市立つばき荘 

⑦長崎市立さくら荘 

⑧長崎市立東望荘 

⑨長崎市立つつじ荘 

⑩長崎市立舞の浜荘（非公募） 

⑪長崎市立舞岳荘（廃止予定） 

⑫長崎市立式見荘（非公募） 

⑬長崎市立香焼ひまわり 

⑭長崎市立池島荘（廃止予定） 
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(2) 名称・所在地・設置年月日等 

区分 名 称（所在地） 設置年月 構造 延床面積(㎡) 施設内容 

老人福祉

センター 

長崎市立わかな荘 

(茂木町 38番地) 
昭和 53年 4月 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 

2階建 
474.46 

1階 機能回復訓練コーナー、事務室 

管理人室、浴室 

2階 娯楽室、集会所 

長崎市立すみれ荘 

(中園町 3番 5号) 
昭和 56年 7月 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 

2階建 
915.22 

1階 事務室、会議室、健康コーナー、浴室 

2階 集会室、湯沸室、娯楽室、和室 

長崎市立しらゆり荘 

(鶴見台 1丁目 4番 4号) 
昭和 57年 4月 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 

2階建 
509.95 

1階 事務室、浴室、休養室、健康コ－ナ－ 

2階 集会室、娯楽室 

老人憩 

の家 

長崎市立ひまわり荘 

(丸尾町 5番 5号) 
昭和 47年 5月 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 

2階建 
619.45 

1階 事務室、機能回復訓練室、浴室、湯沸室 

2階 大広間、湯沸室、娯楽室、研修室、会議室 

長崎市立つばき荘 

(浪の平町 7番 19号) 
昭和 48年 5月 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 

2階建 
468.38 

1階 事務室、浴室、機械室 

2階 講堂、研修室、娯楽室 

長崎市立さくら荘 

(立山 1丁目 7番 16号) 
昭和 49年 5月 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 

3階建 
508.00 

1階 機能回復訓練コーナー、浴室 

2階 集会室、研修室、湯沸室 

3階 事務室、湯沸室、娯楽室、会議室 

長崎市立東望荘 

(田中町 299番地) 
昭和 49年 4月 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 

2階建 
458.76 

1階 事務室、管理人室、浴室 

機能回復訓練コーナー 

2階 集会室、湯沸室、娯楽室 

長崎市立つつじ荘 

(白鳥町 8番 1号) 
昭和 56年 4月 

鉄骨 

2階建 
231.00 

1階 事務室、浴室 

2階 集会室、娯楽室、湯沸室 

長崎市立香焼ひまわり 

(香焼町 1070番地 4) 
平成 9年 4月 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 

2階建 
908.51 

1階 事務室、浴室、大広間、休憩室、研修室 

娯楽室、湯沸室 

 

(3) 設置目的 高齢者に対し、健康の増進、教養の向上、レクリエーション等の便宜に供するため。 

(4) 開館時間 午前 10時から午後 4時 30分までの時間帯を基本とする 1日 6時間 30分以上 

(5) 休館日  毎週日曜日、祝日及び 12月 29日から翌年 1月 3日まで 
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２ 指定管理者候補者の概要 

(1) 長崎市立わかな荘 

ア 名 称  社会福祉法人優輝会 

イ 所 在 地  長崎市田上 2丁目 15番 12号 

ウ 代 表 者  理事長 蒔本 恭 

エ 設立年月日  平成 9年 10月 6日 

オ 主 な 事 業    

（ア）特別養護老人ホームの経営 

（イ）老人デイサービス事業の経営 

（ウ）老人短期入所事業の経営 等 

カ 選定の経過 

（ア）応募団体数 1団体 

（イ）提案の概要 

 a 提案内容 ※参考（１）「 事業計画書概要 」参照 

b 管理運営体制 

  管理者 1名 職員 1名 

c 提案金額(指定管理料)                  （単位：千円）    

    

      

 

 

  

令和 7年度 令和 8年度 令和 9年度 令和 10年度 令和 11年度 合計 

9,953 10,219 10,520 10,884 11,259 52,835 
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(2) 長崎市立すみれ荘 

ア 名 称  社会福祉法人致遠会 

イ 所 在 地  長崎市油木町 65番地 14 

ウ 代 表 者  理事長 野濱 哲二 

エ 設立年月日  昭和 48年 4月 16日 

オ 主 な 事 業    

（ア）特別養護老人ホームの経営 

（イ）保育所の経営 

（ウ）老人デイサービス事業の経営 等 

カ 選定の経過 

（ア）応募団体数 1団体 

（イ）提案の概要 

 a 提案内容 ※参考（１）「 事業計画書概要 」参照 

b 管理運営体制 

  管理者 1名 職員 1名 

c 提案金額(指定管理料)                  （単位：千円） 

令和 7年度 令和 8年度 令和 9年度 令和 10年度 令和 11年度 合計 

8,975 9,313 9,568 9,807 10,054 47,717 
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(3) 長崎市立しらゆり荘 

ア 名 称  株式会社ペシェ・ドマーニ 

イ 所 在 地  長崎市深堀町 2丁目 67番地 

ウ 代 表 者  代表取締役 山口 哲範 

エ 設立年月日  平成 3年 10月 1日 

オ 主 な 事 業    

（ア）認知症対応型共同生活介護、通所介護、居宅介護支援等の高齢者介護・支援事業全般 

（イ）身体障害者の介護・支援事業全般 

（ウ）有料老人ホーム、高齢者住宅などの運営事業全般 等 

カ 選定の経過 

（ア）応募団体数 1団体 

（イ）提案の概要 

 a 提案内容 ※参考（１）「 事業計画書概要 」参照 

b 管理運営体制 

  管理者 1名 職員 1名 

c 提案金額(指定管理料)                  （単位：千円） 

令和 7年度 令和 8年度 令和 9年度 令和 10年度 令和 11年度 合計 

10,050 10,550 11,050 11,600 12,150 55,400 
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(4) 長崎市立ひまわり荘 

ア 名 称  オリエンタル・ビル管理株式会社 

イ 所 在 地  長崎市五島町 5番 36号 

ウ 代 表 者  代表取締役 熊井 良典 

エ 設立年月日  昭和 37年 5月 8日 

オ 主 な 事 業    

（ア）ビル建物の環境衛生（一般管理清掃、空気環境測定、貯水槽の清掃、ねずみ・害虫駆除）、機械・電機等の施設管理、保

安警備業務等の総合管理業務 

（イ）室内装飾及び整備 

（ウ）公衆浴場の管理、運営 等 

カ 選定の経過 

（ア）応募団体数 1団体 

（イ）提案の概要 

 a 提案内容 ※参考（１）「 事業計画書概要 」参照 

b 管理運営体制 

  管理者 1名 職員 1名 

c 提案金額(指定管理料)                  （単位：千円） 

令和 7年度 令和 8年度 令和 9年度 令和 10年度 令和 11年度 合計 

10,642 10,642 10,642 10,642 10,642 53,210 
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(5) 長崎市立つばき荘 

ア 名 称  三菱電機ライフサービス株式会社 

イ 所 在 地  東京都港区芝公園 2丁目 4番 1号 

ウ 代 表 者  代表取締役 舩尾 英司 

エ 設立年月日  昭和 39年 4月 1日 

オ 主 な 事 業    

（ア）総合不動産事業 

（イ）フードサービス事業 

（ウ）介護事業 等 

カ 選定の経過 

（ア）応募団体数 1団体 

（イ）提案の概要 

 a 提案内容 ※参考（１）「 事業計画書概要 」参照 

b 管理運営体制 

  管理者 1名 職員 1名 

c 提案金額(指定管理料)                  （単位：千円） 

令和 7年度 令和 8年度 令和 9年度 令和 10年度 令和 11年度 合計 

9,385 10,342 10,846 11,350 11,879 53,802 
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(6) 長崎市立さくら荘 

ア 名 称  オリエンタル・ビル管理株式会社 

イ 所 在 地  長崎市五島町 5番 36号 

ウ 代 表 者  代表取締役 熊井 良典 

エ 設立年月日  昭和 37年 5月 8日 

オ 主 な 事 業    

（ア）ビル建物の環境衛生（一般管理清掃、空気環境測定、貯水槽の清掃、ねずみ・害虫駆除）、機械・電機等の施設管理、保

安警備業務等の総合管理業務 

（イ）室内装飾及び整備 

（ウ）公衆浴場の管理、運営 等 

カ 選定の経過 

（ア）応募団体数 1団体 

（イ）提案の概要 

 a 提案内容 ※参考（１）「 事業計画書概要 」参照 

b 管理運営体制 

  管理者 1名 職員 1名 

c 提案金額(指定管理料)                  （単位：千円） 

令和 7年度 令和 8年度 令和 9年度 令和 10年度 令和 11年度 合計 

9,642 9,642 9,642 9,642 9,642 48,210 
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(7) 長崎市立東望荘 

ア 名 称  オリエンタル・ビル管理株式会社 

イ 所 在 地  長崎市五島町 5番 36号 

ウ 代 表 者  代表取締役 熊井 良典 

エ 設立年月日  昭和 37年 5月 8日 

オ 主 な 事 業    

（ア）ビル建物の環境衛生（一般管理清掃、空気環境測定、貯水槽の清掃、ねずみ・害虫駆除）、機械・電機等の施設管理、保

安警備業務等の総合管理業務 

（イ）室内装飾及び整備 

（ウ）公衆浴場の管理、運営 等 

カ 選定の経過 

（ア）応募団体数 1団体 

（イ）提案の概要 

 a 提案内容 ※参考（１）「 事業計画書概要 」参照 

b 管理運営体制 

  管理者 1名 職員 1名 

c 提案金額(指定管理料)                  （単位：千円） 

令和 7年度 令和 8年度 令和 9年度 令和 10年度 令和 11年度 合計 

12,767 12,767 12,767 12,767 12,767 63,835 
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(8) 長崎市立つつじ荘 

ア 名 称  医療法人友愛会 

イ 所 在 地  長崎市錦 2丁目 1番 1号 

ウ 代 表 者  理事長 田川 雅浩 

エ 設立年月日  昭和 30年 7月 12日 

オ 主 な 事 業    

（ア）病院、診療所の経営 

（イ）介護老人保健施設等の経営 等 

カ 選定の経過 

（ア）応募団体数 1団体 

（イ）提案の概要 

 a 提案内容 ※参考（１）「 事業計画書概要 」参照 

b 管理運営体制 

  管理者 1名 職員 1名 

c 提案金額(指定管理料)                  （単位：千円） 

令和 7年度 令和 8年度 令和 9年度 令和 10年度 令和 11年度 合計 

7,102 7,202 7,451 7,501 7,602 36,858 
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(9) 長崎市立香焼ひまわり 

ア 名 称  社会福祉法人長崎市社会福祉協議会 

イ 所 在 地  長崎市恵美須町 4番 5号 

ウ 代 表 者  会長 馬場 豊子 

エ 設立年月日  昭和 39年 9月 15日 

オ 主 な 事 業    

（ア）社会福祉を目的とする事業の企画及び実施  

（イ）社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助  

（ウ）社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整 等 

カ 選定の経過 

（ア）応募団体数 1団体 

（イ）提案の概要 

 a 提案内容 ※参考（１）「 事業計画書概要 」参照 

b 管理運営体制 

  管理者 1名 職員 1名 

c 提案金額(指定管理料)                  （単位：千円） 

令和 7年度 令和 8年度 令和 9年度 令和 10年度 令和 11年度 合計 

16,851 16,851 16,851 16,851 16,851 84,255 
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３ 指定の期間及び指定管理者候補者の選定方法 

(1) 指定の期間 令和 7年 4月 1日から令和 12年 3月 31日まで 

 (2) 選定方法  公募 

 

４ 指定管理者候補者選定審査会による審査 

(1) 審査会の人数 ５人 

 (2) 審査会の構成 

会 長  飛永 高秀   長崎純心大学人文学部 福祉・心理学科長／地域包括支援学科長 教授 

職務代理者  中尾 理恵子  長崎大学生命医科学域（保健学系）教授 

委 員  北野 健一郎  長崎市老人クラブ連合会 会長 

委 員     清竹 忠治   長崎市民生委員児童委員協議会 副会長 

委 員  森田 健一郎  九州北部税理士会長崎支部 

 

（3） 審査経過 

回 数 開催日 内 容 

第 1回 令和 6年 7月 22日 会長及び職務代理者の選出 

指定管理者制度及び施設の概要説明 

募集要項の説明及び協議 

第 2回 

 

令和 6年 8月 8日 選定審査方法の説明及び協議 

現地視察 

第 3回 令和 6年 10月 8日 面接審査 

指定管理者候補者の選定 
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(4) 審査の方法 

応募者から提出された申請書類に不備がないか、募集要項に記載された応募資格等の要件を満たしているかを確認し、事業

計画書等の内容について、面接に基づき評価を行った。 

なお、審査にあたっては、公平性及び公正性を確保するため、すべての審査において団体名を伏せて実施した。 

 

 (5) 審査報告書の概要 ※参考（２）「指定管理者候補者選定審査会審査報告書（写）」参照 

地域包括ケアシステムの構築が進み、また、市においては、地域コミュニティ連絡協議会を中心として、地域で住み続け

るための方策が進められている。 

このような取り組みにおいて重要となる介護予防の推進、健康寿命の伸長には、元気高齢者が地域において利用、活動で

きる拠点となる老人福祉施設の役割は大きいことから、指定管理者には各々が持つ強みを生かし、地域の高齢者のニーズを

把握し、明るく、楽しく利用、活動できる講座や企画を工夫するなど、さらなる利用者の拡大に取り組んでいただきたい。  

しかし、各施設の設備等のハード面は、老朽化が進み、快適な環境とは言いづらい面があり、また、利用者との関わりに

おける課題もあるため、指定管理者が運営に苦慮している面も見られる。 

したがって、市においては、指定管理者がよりよく、柔軟に運営できるような連携、支援をお願いしたい。指定管理者が

よりよく施設運営ができることは、高齢者の活動を活性化するだけではなく、ひいては市が高齢者に対する福祉サービスの

責任や地域コミュニティの構築への意思を示すことにつながると考えられる。 
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【参考】 

(1) 事業計画書概要 

ア 長崎市立わかな荘 

評価項目 第一順位 

大項目 中項目 社会福祉法人優輝会 

基本事項 

基本方針 

①高齢者の健康増進、介護予防生きがい創りに努める。 

②教養、娯楽、レクリエーション、生涯学習の向上に寄与する。 

③地域とのふれあい、世代間交流の機会を創出する。 

④地域の方々の実状に応じた総合相談機関等への連絡・連携に努める。 

平等利用の確保 

①正当な理由（利用者の安全性の確保等）がないかぎり利用者の施設の利用を拒まない。 

②特定の利用者・団体の利用優遇、又は拒否を一切行わない。 

③施設予約方法の明確な利用者への周知、及び平等な予約の受付を行う。 

個人情報の保護 

①個人情報の利用目的と範囲を明確に定め、適法かつ公正な手段により最小限の情報を収集する。 

②業務上収集した情報、作成・受領した文書の漏洩、減失又は毀損などの防止に細心の注意を払う。 

③業務上知りえた内容を第三者に漏らし、又は自己の利益のために使用することを防ぐ体制を確立

する。 

事業計画 

施設の設置目的と計画 
①事業の実施については、利用者の健康チェックや健康教室、グループ活動や世代間交流の場を提

供し、地域とのかかわりを充実させる。 

サービスの向上 

①住民主体の自主事業の充実により、参加意欲を高め、利用促進を図る。 

②事業等（各種講座など）のポスターを作成し、近隣のふれあいセンターへ掲載依頼を行う。 

③地域包括支援センターや老人クラブと連携し、施設利用の広報や周知を行う。 

④施設内でのアンケート実施や意見箱を活用し、要望や苦情等を把握する。 

⑤利用者間や利用者と施設側のトラブルすべてについて公平で適切に誠意をもって対応する。 

⑥定期的な施設内の設備等の点検を行い、事故防止へ向けた安全な対応を行う。 

⑦利用者の容態の急変や事故発生時は適切な処置と関係者との連絡調整を行う。 
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評価項目 第一順位 

大項目 中項目 社会福祉法人優輝会 

評価と改善 
①施設職員からの報告や地域からの要望苦情等を把握し、評価・改善を通して適切な施設管理につ

なげていく。 

管理運営 

体制 

人員配置 

①所長 1 名、生活支援員 1 名の配置で、所長・生活支援員が休暇の場合は法人より人員を派遣し、

湯有日は 2名体制とする。 

②職員の能力向上、人材育成のための研修を行い、知識等の向上を図る。 

収支計画・施設管理 
①経費については過去の実績を基に積算し、施設サービスの低下につながらないよう努める。 

②職員による日々の清掃作業の中で破損箇所等の点検を行い、必要に応じて改修・修理を行う。 

緊急時の対応 

①定期的な防火訓練の実施により、非常災害時の通報・消火・避難誘導がすみやかに行えるよう訓

練を行う。 

②法人本部と連携・支援体制を構築する。 

③施設内の夜間体制については、機械警備により防犯体制を確立する。 

④法人本部には宿直者・夜勤者の配置により、24時間体制を整える。 

 

イ 長崎市立すみれ荘 

評価項目 第一順位 

大項目 中項目 社会福祉法人致遠会 

基本事項 

基本方針 

①高齢者が心身ともに健やかに育成され、自立した生活を続けることができるよう支援する。 

②各種の相談に応ずるとともに、健康増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合

的に供与し健康で明るい生活を営むことができるよう支援する。 

③相談援助、各種サービス、社会資源の活用等を通して地域貢献を行う。 

④利用者間の親睦を高めるよう努める。 

平等利用の確保 ①各趣味クラブに要望を提出してもらい、事務所において割り振りを行い、納得の上で決定する。 

個人情報の保護 
①秘密保持について、職員採用時の研修及び誓約書で意識の徹底を図る。 

②個人情報に関する書類等についてはシュレッダーで処理をする。 

事業計画 
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評価項目 第一順位 

大項目 中項目 社会福祉法人致遠会 

事業計画 

施設の設置目的と計画 

①利用者の興味ある内容を心がけ、月 1回教養講座等を実施する。 

②世代間交流として、小学校児童や子育て支援センターぴよぴよとの交流会を行う。 

③介護相談、教養講座の講師として法人職員を派遣する等連携を図る。 

サービスの向上 

①ご意見箱を設置し、利用者のニーズを随時収集し、要望に対し対策を公開する。 

②運営委員会及び趣味クラブ代表者会議を定期的に開催し、利用者の要望等を把握する。 

③トラブルが発生した場合は運営委員会に諮るか、必要に応じ個別面談等を実施する。 

④入浴日は浴室を巡回し事故の未然防止に努める。 

⑤事故が生じた場合は、原因を解明し再発防止のための対策を講じる。 

⑥年 2回消防訓練を実施する。 

 

評価と改善 

 

①老人クラブ等への案内配布。 

②利用者からの要望、苦情については、代表者会議やアンケート調査の実施等により把握し、迅速

な対応に努める。 

管理運営 

体制 

人員配置 
①管理人 1名、職員 1名体制 

②初任者研修・実務者研修等の受講が法人内で可能である。また、資格取得費用も法人が負担する。 

収支計画・施設管理 

①事業計画・経理規程に基づき本部で一括管理する。 

②施設保守管理一覧表に基づき管理をする。 

③日常点検の充実を図り、不良箇所の早期発見、小破修繕に努める。 

緊急時の対応 

①警備会社と契約を締結し夜間の防犯等に努める。 

②緊急連絡網を作成し、全職員に配布し、緊急時には全事業所で対応できる体制を整備している。 

③防犯、防火マニュアルの作成。 
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ウ 長崎市立しらゆり荘 

評価項目 第一順位 

大項目 中項目 株式会社ペシェ・ドマーニ 

基本事項 

基本方針 

①地域の自立した健康な高齢者に対し、その健康の維持増進、教養の向上及びレクリエーション等

のための便宜を平等、公平に広く供与するという老人福祉施設の理念を承継し、関係各法令、規定

を遵守し管理運営を行う。 

②指定管理者制度の意義を、十分に理解し、効率的運営、運営費の削減を実践する。併せて当社の

介護事業での経験実績を活かし、各機関との連携により、利用者の意見、要望を取り入れ、安全に

運営することにより地域に貢献する。 

平等利用の確保 

①公の施設であることを常に念頭において、公平な運営を行うこととし、特定の団体等に有利に、

あるいは不利になる運営をしない。 

②利用者個人に対しても、同様の考えで特定の個人に有利不利となる運営をしない。その方策とし

て、この考え方を利用者に知らしめ理解してもらう。職員にも教育し常に意識して業務従事させる。 

個人情報の保護 

①当施設では、二種類の個人情報を取り扱うこととなる。一つは「長崎市立老人福祉施設利用申込

書」に記入して頂く個人情報（氏名、住所等）及び趣味講座に参加される方の個人情報（名簿）で

ある。もう一つは、生活相談等に関する個人情報である。 

各種個人情報の取扱の際は、関係する法律及び「個人情報取扱特記事項」を遵法するように、社

内研修を含み職員に更なる周知徹底を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業計画について 
①地域の高齢者が健康の増進、教養の向上及びレクリエーション等を行う活動の場とするための事

業として健康増進、教養講座、レクリエーション、自主事業、世代間交流事業を計画実施する。 

 

 

施設の目的を達成する

ために必要な業務 

 

 

①健康相談などの各種相談業務の取扱いについて 

 挨拶を通じ日頃から利用者とよく会話をして人間関係をつくり、気軽に相談できるような環境を

つくることが必要不可欠である。長崎市土井首地域包括支援センター、長崎市深堀・香焼地域包括

支援センターと連携し、しらゆり荘で定期的に相談会を開き各相談に対応する。 

②教養講座、健康増進及びレクリエーションに関する業務の取扱いについて 

 ・教養講座 

事業計画 
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評価項目 第一順位 

大項目 中項目 株式会社ペシェ・ドマーニ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設の目的を達成する

ために必要な業務 

  年 6回開催する。内容は、「しらゆり祭り」の開催、健康づくり体操、出前講座開催、映画上映

である。 

 ・健康増進 

  3 種類の体操を準備して利用者の要望に応える。週 3 回開催する。風呂に入り筋肉を柔らかく

して体操を行えるように考え 12時開始入浴前後の血圧の自己測定・管理を促進する。 

 ・レクリエーション 

  囲碁講座（毎日午後から）、将棋講座（毎日午後から）、カラオケ（週 3回）、レクリエーション

ダンス（週 1回）を開催する。 

③世代間交流に関する業務について 

 ・地元の児童クラブの子どもとダンス、囲碁、歌を通じて交流する。 

 ・「しらゆり祭り」での交流 

  子どもの踊りでの参加で交流をはかる。 

その他（地域との連携、

他施設との連携等） 

①「長崎市土井首地域包括支援センター」及び「長崎市深堀地域包括支援センター」と連携し地域

の高齢者の生活・介護相談、介護予防に対応する。世代間交流事業として、「地元の学童保育所（児

童クラブみょうじょう）」と囲碁、フォークダンス、カラオケを通じた交流会を年 2回行う。近隣の

2社会福祉法人と介護予防の実践で互いに協力する。 

サービスの向上 

①入浴提供サービス、教養講座、趣味講座等の内容問い合わせに対しては、窓口及び電話にて親切

丁寧に対応する。 

②関係機関の中でも、特に地域包括支援センターには当施設の運営内容、各講座の予定を逐次連絡

し理解していただき、高齢者の方々の介護予防の実践に当施設を利用していただく。 

③地域包括支援センターの広報誌にて施設紹介をしていただく。 

④レクリエーションプランとして、毎日囲碁講座、月一回囲碁大会を開催し、健康増進および会員

間の交流親睦をはかる。 

⑤世代間交流プランとして、「地元の子どもとの交流事業」を実施する。 

-19-



評価項目 第一順位 

大項目 中項目 株式会社ペシェ・ドマーニ 

 

 

 

 

 

 

 

事業計画 

利用者の要望の把握及

び実現 

①同様施設との連携をはかり、施設長会議で情報、意見交換などを行うことにより、業務水準の維

持向上を図る。アンケートを実施し、施設管理運営やサービスについて、利用者の反応を検証し、

「ご意見箱」を設置して利用者等の要望の把握に努める。要望に対しては、その回答を公示する。

また、日ごろから利用者とコミュニケーションをとり、その中で要望を把握する。 

利用者のトラブル未然

防止と対処方法 

①盗難防止対策として男女更衣室に鍵付きロッカーを活用して管理を行う。 

②浴槽の温度差などのトラブルがあった際は、張り紙の掲示、個別に話をして利用者のご理解をお

願いする。 

安心・安全面からの管理

運営など特徴的な取組 
①日々の点検作業、管理者、職員による定期的な施設保守及び安全衛生管理点検を実施する。 

評価と改善 

①利用者の意見を知る手段として、アンケートの実施やご意見箱を設置する。また、利用者との直

接の意見交換が一番意見が出てくるので、気軽に話せる人間関係の構築・継続が必須である。 

②健康増進に関して、利用者の要望を聞き出し、飽きがこないよう創意工夫し体操の種類を増やし

内容を充実させる。 

③各趣味講座で、参加メンバーが減少している。講座の先生と参加メンバー増について常に打合せ

を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人員配置 

①管理者 1名、職員 2名の 3名体制 

（管理者 1名と職員 1名の計 2名が常勤、管理者は施設開館日が勤務、職員はそれぞれ週 3日勤務） 

②常勤管理者を中心に職員に対し、施設運営に必要な事項の社内研修を実施し、併せて社外での介

護福祉、介護予防、個人情報関連、緊急、防災、救急などのリスクマネージメントに関する研修、

講習など様々な研修に参加する。 

③「普通救命講習」を全職員が繰り返し受講し、救命技能の向上を図る。 

収支計画・施設管理 

①収支計画については、実績を基に、新たに追加される業務内容に関する正確な見積、人件費の適

切な増額などを十分考慮しながら、各年の予算をこれまでのサービスの質を維持向上しながら項目

ごとに実行できるよう常に注視していく。 

管理運営 

体制 
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評価項目 第一順位 

大項目 中項目 株式会社ペシェ・ドマーニ 

 

 

 

②管理業務の基準については、施設長会議で他の施設との情報交換をし、長崎市が望む施設管理業

務基準について、長崎市と常に意見交換・協議をする。 

緊急時の対応 

①防犯については、施設利用者各自で所持品管理を行うよう日頃から促す。また、警察とは日頃か

ら情報交換をしておき、緊急時の対応をお願いする。 

②火災については、防火管理者選任届、消防計画書作成届、消火器具の年 2 回の点検、年 1 回の避

難訓練を行う。緊急時には、常駐している施設管理者の判断にて他の職員と協力して火事の確認、

消火、避難、報告を行う。 

③管理者、職員は目視や会話を通じて入館者に注意を払い不審者の入館を防止する。 

④閉館時の施錠を職員でダブルチェックをし、不在時は警備保障会社に警備を委託する。 

 

エ 長崎市立ひまわり荘 

評価項目 第一順位 

大項目 中項目 オリエンタル・ビル管理株式会社 

 

 

 

 

基本事項 

 

 

 

 

 

基本方針 
①スローガン「全ての利用者に笑顔で帰っていただきたい」に向かって、設置目的を深く理解し、

安心・安全・快適、サービス向上、法令遵守、効率的な運営等の面から管理運営に取り組む。 

平等利用の確保 

①「平等・公平・公正」な利用を確保する。分け隔てなく平等な対応を図り、利用における不平等

がないよう配慮する。 

②段差など危険箇所を整備し、階段には手すりを設置するなど利用者の安全に最大限の気配りをし、

安全に利用できる施設整備を目指す。 

③施設内で声が大きい特定の人が占有するなど平等性が損なわれることがないよう日常の巡回を定

期的に行う。 

④貸室を特定の団体が占有するなど、他の団体の活動に支障がある場合は、譲り合っての利用を提

案し、日時等を調整してすべての団体が平等に活動できるように図る。 

収支計画・施設管理 

管理運営 

体制 
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評価項目 第一順位 

大項目 中項目 オリエンタル・ビル管理株式会社 

 

個人情報の保護 

①「パソコンの暗証番号設定」「施錠できる場所での保管」「目的が終了した個人情報の破棄」を徹

底する。 

②取得する個人情報は緊急時の連絡に使用するなど利用目的を明確にし、必要最小限の情報を本人

から直接取得する。 

事業計画 

施設の設置目的と計画 

①開館時間は利用者利便性向上のため 30分早く開館する。 

②健康相談などの各種相談業務について、随時受付し、相談などの受付後速やかに各関連機関に連

絡する。 

③2か月に 1回を基本として、さまざまな分野の教養講座を実施する。 

④近隣の中学生や幼稚園児との世代間交流を実施する。 

⑤利用者や町内会及び自治会と密接に連携をとり、地域社会の福祉の向上と活性化に貢献する。 

サービスの向上 

①近隣の公共施設の掲示板等に広告を掲載し、施設の認知度の向上を図る。近隣へチラシ・ポスタ

ーの配布、ポスティングを行う。 

②意見箱、自由ノートの設置や利用者との日常的なコミュニケーションによって意見を収集し、職

員間で共有を行い、管理運営に反映させる。 

③目標「誠実な対応で更に施設を好きになっていただく」を目指し、苦情の申出者の真意を把握し、

解決策の提示に努める。苦情を職員間で共有し、再発防止と業務改善に活用する。 

④施設の保守、良好な施設の維持管理を行い、巡回などによって事故の未然防止や発生時の迅速な

通報を行う。 

⑤敬老の日やハロウィンなどでの景品の提供や季節のイベントごとに施設内を装飾するなど利用者

が 1年を通して楽しめるよう自主事業に取り組む。 

評価と改善 

①現地調査や利用者アンケートの分析、職員への聞き取り調査、利用者数や収支状況などを参考資

料としたセルフモニタリングを行い、課題が見つかった際は速やかに改善措置を講じ問題解決に取

り組む。 

基本事項 
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評価項目 第一順位 

大項目 中項目 オリエンタル・ビル管理株式会社 

管理運営 

体制 

人員配置 
①施設長を含めた 3～4名によるロ―テーション制。 

②全職員を対象に年 6回研修（マナー・接客など）を実施する。 

収支計画・施設管理 
①施設管理業務については、無理な縮減は行わない。 

②施設の異常箇所を早い段階で発見し、早期対応を行う。 

緊急時の対応 

①防犯対応・事故発生時対応マニュアルを整備し、全職員が対応できるように指導・教育する。 

②開館中は職員による定期的な巡回を実施し、異常を発見した場合は、警察・消防・当社管理部へ

通報する。 

③夜間及び休館日は、事務室へ機械警備を導入し、警備業者による建物周辺のパトロールを実施す

る。 

④職員の防犯意識向上に向けた教育を実施する。 

⑤利用者の安全確保のための防犯訓練を実施する。 

 

オ 長崎市立つばき荘 

評価項目 第一順位 

大項目 中項目 三菱電機ライフサービス株式会社 

 

 

 

 

基本事項 

 

 

 

 

基本方針 

①ひとりでも・みんなでも気軽に利用できる環境を提供し、高齢者の外出機会増加、仲間づくりを

促進して、地域高齢者の生きがい・健康づくりへ貢献する。 

②安心して通うことのできる施設づくりを推進する。 

③利用者アンケートやヒアリングを通じて、利用者満足度向上の追求を行う。 

 

 

平等利用の確保 

 

 

①安全・安心・快適に施設を利用していただくために職員による定期的な巡回を通じて、禁止行為

及び公序良俗に反する行為を未然に防ぎ、発見の際は適切な対応を取り、その内容を速やかに長崎

市へ報告する。 

②定期的に施設条例・運営ルールの読み合わせを行い、職員間で確認と意識統一を図る。 

③様々な市民が集う空間であることを理解し、全ての方々が快適に施設を利用できるよう、ユニバ
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評価項目 第一順位 

大項目 中項目 三菱電機ライフサービス株式会社 

 

 

 

 

基本事項 

 

平等利用の確保 

ーサルサービスの提供に努める。 

④高齢者・障がい者への配慮、IT機器等に不慣れな方への配慮などを踏まえ、カラーユニバーサル

デザインの考えを取り入れた紙媒体によるわかりやすい情報の発信に努める。 

個人情報の保護 

①個人情報は、本社、長崎支店による内部監査と定期チェック及び指導により施設長のもと適切に

管理する。 

②職員から「個人情報保護方針」を遵守する旨の誓約書を求め、施設長の指示に従い個人情報の保

護を実践する。 

③全職員にコンプライアンス研修を実践し、個人情報管理意識の徹底を図る。 

④個人情報は情報媒体に応じて鍵のかかる書庫への保管やアクセス権限の設定などを行い、情報セ

キュリティの確保を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

事業計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設の設置目的と計画 

 

 

 

 

 

 

①市・地域コミュニティ・地域高齢者と一体となった管理運営を行う。 

②業務仕様書の水準を満たすだけではなく、安全性と衛生面の確保及び快適性・機能性の確保を重

視するとともに、施設性能維持とライフサイクルコストの縮減にも努め、利用者にとって安全・安

心で快適な施設を提供する。 

③利用しやすく親しみのある施設を目指した職員対応を行う。 

④チラシやパンフレットを活用した広報活動を行い、施設の更なる認知度向上を目指す。 

⑤「ご意見箱」の設置や、定期的なアンケートによる調査等を通じて、利用者のニーズや要望をデ

ータに蓄積し業務への反映や改善のベースにするとともに、セルフモニタリングを実施する。 

⑥施設の利用動向を踏まえ、地域高齢者の外出機会を提供できるような講座を開催する。 

⑦高齢者のために地域ＮＰＯなど各種団体と協働し、「高齢者の健康の増進、教養の向上、レクリエ

ーション等の便宜を提供できる施設」に向けた管理運営を行う。 

⑧地域に密着した団体や利用者のニーズを把握しながら、また助言を得ながら「高齢者目線の親し

みやすい施設」の実現に努める。 

⑨隣接する「南公民館」の施設の設置目的や利用状況も十分に把握し、情報を共有するとともに、
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評価項目 第一順位 

大項目 中項目 三菱電機ライフサービス株式会社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業計画 

 

 

 

施設の設置目的と計画 

 

 

 

防災・避難訓練等を協力して行う。 

⑩エコ活動や省エネルギー活動を推進し、市や市民とともに環境保全に取り組み「環境への負荷の

少ない持続的に発展できる社会」を目指す。 

⑪ゴミの減量・リサイクルに積極的に取組み、モノを大切にして豊かな環境を次世代に引き継ぐこ

とを推進する。 

⑫グリーン購入の積極的な採用やクールビズ・ウォームビズの啓発など、持続可能な開発目標と関

連させながら、利用者の理解と協力のもと、環境に配慮した施設運営に取り組む。 

サービスの向上 

①利用者から直接メッセージを受け取ることができる環境づくりを行うとともに、利用者アンケー

ト（無記名）を実施して意見・要望を把握し、改善計画を策定して業務に反映する。 

②苦情・トラブル等の発生日時や内容、対応結果等を記録し、再発防止のためデータベース化して

情報共有を図る。マニュアルや業務に反映させ、再発防止策を講じるなど継続的な業務改善を行う。 

③「危険に対する感受性」を高める危険予知活動に取り組み、日常的な職員教育を通じて安全意識

の維持向上を図る。 

④南公民館・消防署等関係機関と連携し、火災や地震等を想定した避難訓練を定期的に実施する。 

⑤利用者が来館・退館する際には極力声掛けを行い、利用者の健康状態を確認する。 

⑥参加者意見やニーズを取り入れながら、イベントや講座を実施する。 

評価と改善 

①利用者からの意見・要望には適切・誠意のある対応を行い、施設担当者へ報告、必要に応じて市

へ報告し、職員に向けて内容・改善（策）の周知を行う。 

②本社スタッフなど、外部の視点を取り入れて巡視を行うことにより、施設の環境改善やサービス

向上を図る運営改善の機会を設け、利用者満足度向上を図る。 

 

管理運営 

体制 

 

人員配置 

①施設長 1名、副施設長 2名（交代制）。また、本社支店スタッフが 1名施設担当者を務める。 

②「一人一人が明るく活き活きと活動し、お客様から信頼される職員」を育成する。 

③さまざまな研修を実施し、職員のスキルアップ及びモチベーションアップを図る。 

④安全・安心確保のための研修の実施。（初期消火訓練・避難誘導訓練等） 
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評価項目 第一順位 

大項目 中項目 三菱電機ライフサービス株式会社 

 

 

 

管理運営

体制 

 

 

収支計画・施設管理 
①事業の効率的・効果的な運営を実施。 

②利用者サービスの維持向上や施設の安全性を確保しながら管理コストの節減に努める。 

緊急時の対応 

①研修等を通して、全職員に危機管理マニュアルの周知徹底を行う。 

②消防署等からの指導を受けながら初期消火訓練等を実施し、対応フローを整備して、迅速な対応

方法の周知徹底を行う。 

③利用者に対する声かけを通じて、施設内の雰囲気を向上させ、トラブルを防止する。 

④緊急事態の際は、消防署・警察署・市に速やかに連絡し、迅速な行動をとり、状況や経過の詳細

な報告書を市へ提出する。 

 

カ 長崎市立さくら荘 

評価項目 第一順位 

大項目 中項目 オリエンタル・ビル管理株式会社 

 

 

 

 

 

基本事項 

 

 

 

 

基本方針 
①スローガン「全ての利用者に笑顔で帰っていただきたい」に向かって、設置目的を深く理解し、

安心・安全・快適、サービス向上、法令遵守、効率的な運営等の面から管理運営に取り組む。 

平等利用の確保 

①「平等・公平・公正」な利用を確保する。分け隔てなく平等な対応を図り、利用における不平等

がないよう配慮する。 

②段差など危険箇所を整備し、階段には手すりを設置するなど利用者の安全に最大限の気配りをし、

安全に利用できる施設整備を目指す。 

③施設内で声が大きい特定の人が占有するなど平等性が損なわれることがないよう日常の巡回を定

期的に行う。 

④貸室を特定の団体が占有するなど、他の団体の活動に支障がある場合は、譲り合っての利用を提

案し、日時等を調整してすべての団体が平等に活動できるように図る。 
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評価項目 第一順位 

大項目 中項目 オリエンタル・ビル管理株式会社 

 

個人情報の保護 

①「パソコンの暗証番号設定」「施錠できる場所での保管」「目的が終了した個人情報の破棄」を徹

底する。 

②取得する個人情報は緊急時の連絡に使用するなど利用目的を明確にし、必要最小限の情報を本人

から直接取得する。 

事業計画 

施設の設置目的と計画 

①開館時間は利用者利便性向上のため 30分早く開館する。 

②健康相談などの各種相談業務について、随時受付し、相談などの受付後速やかに各関連機関に連

絡する。 

③2か月に 1回を基本として、さまざまな分野の教養講座を実施する。 

④近隣の中学生や幼稚園児との世代間交流を実施する。 

⑤利用者や町内会及び自治会と密接に連携をとり、地域社会の福祉の向上と活性化に貢献する。 

サービスの向上 

①近隣の公共施設の掲示板等に広告を掲載し、施設の認知度の向上を図る。近隣へチラシ・ポスタ

ーの配布、ポスティングを行う。 

②意見箱、自由ノートの設置や利用者との日常的なコミュニケーションによって意見を収集し、職

員間で共有を行い、管理運営に反映させる。 

③目標「誠実な対応で更に施設を好きになっていただく」を目指し、苦情の申出者の真意を把握し、

解決策の提示に努める。苦情を職員間で共有し、再発防止と業務改善に活用する。 

④施設の保守、良好な施設の維持管理を行い、巡回などによって事故の未然防止や発生時の迅速な

通報を行う。 

⑤敬老の日やハロウィンなどでの景品の提供や季節のイベントごとに施設内を装飾するなど利用者

が 1年を通して楽しめるよう自主事業に取り組む。 

評価と改善 

①現地調査や利用者アンケートの分析、職員への聞き取り調査、利用者数や収支状況などを参考資

料としたセルフモニタリングを行い、課題が見つかった際は速やかに改善措置を講じ問題解決に取

り組む。 

基本事項 
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評価項目 第一順位 

大項目 中項目 オリエンタル・ビル管理株式会社 

管理運営 

体制 

人員配置 
①施設長を含めた 3～4名によるロ―テーション制。 

②全職員を対象に年 6回研修（マナー・接客など）を実施する。 

収支計画・施設管理 
①施設管理業務については、無理な縮減は行わない。 

②施設の異常箇所を早い段階で発見し、早期対応を行う。 

緊急時の対応 

①防犯対応・事故発生時対応マニュアルを整備し、全職員が対応できるように指導・教育する。 

②開館中は職員による定期的な巡回を実施し、異常を発見した場合は、警察・消防・当社管理部へ

通報する。 

③夜間及び休館日は事務室へ機械警備を導入し、警備業者による建物周辺のパトロールを実施する。 

④職員の防犯意識向上に向けた教育を実施する。 

⑤利用者の安全確保のための防犯訓練を実施する。 

 

キ 長崎市立東望荘  

評価項目 第一順位 

大項目 中項目 オリエンタル・ビル管理株式会社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針 
①スローガン「全ての利用者に笑顔で帰っていただきたい」に向かって、設置目的を深く理解し、

安心・安全・快適、サービス向上、法令遵守、効率的な運営等の面から管理運営に取り組む。 

平等利用の確保 

①「平等・公平・公正」な利用を確保する。分け隔てなく平等な対応を図り、利用における不平等

がないよう配慮する。 

②段差など危険箇所を整備し、階段には手すりを設置するなど利用者の安全に最大限の気配りをし、

安全に利用できる施設整備を目指す。 

③施設内で声が大きい特定の人が占有するなど平等性が損なわれることがないよう日常の巡回を定

期的に行う。 

④貸室を特定の団体が占有するなど、他の団体の活動に支障がある場合は、譲り合っての利用を提

案し、日時等を調整してすべての団体が平等に活動できるように図る。 

基本事項 
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評価項目 第一順位 

大項目 中項目 オリエンタル・ビル管理株式会社 

 

 

 

 

基本事項 

個人情報の保護 

①「パソコンの暗証番号設定」「施錠できる場所での保管」「目的が終了した個人情報の破棄」を徹

底する。 

②取得する個人情報は緊急時の連絡に使用するなど利用目的を明確にし、必要最小限の情報を本人

から直接取得する。 

施設の設置目的と計画 

①開館時間は利用者利便性向上のため 30分早く開館する。 

②健康相談などの各種相談業務について、随時受付し、相談などの受付後速やかに各関連機関に連

絡する。 

③2か月に 1回を基本として、さまざまな分野の教養講座を実施する。 

④近隣の中学生や幼稚園児との世代間交流を実施する。 

⑤利用者や町内会及び自治会と密接に連携をとり、地域社会の福祉の向上と活性化に貢献する。 

事業計画 

サービスの向上 

①近隣の公共施設の掲示板等に広告を掲載し、施設の認知度の向上を図る。近隣へチラシ・ポスタ

ーの配布、ポスティングを行う。 

②意見箱、自由ノートの設置や利用者との日常的なコミュニケーションによって意見を収集し、職

員間で共有を行い、管理運営に反映させる。 

③目標「誠実な対応で更に施設を好きになっていただく」を目指し、苦情の申出者の真意を把握し、

解決策の提示に努める。苦情を職員間で共有し、再発防止と業務改善に活用する。 

④施設の保守、良好な施設の維持管理を行い、巡回などによって事故の未然防止や発生時の迅速な

通報を行う。 

⑤敬老の日やハロウィンなどでの景品の提供や季節のイベントごとに施設内を装飾するなど利用者

が 1年を通して楽しめるよう自主事業に取り組む。 

評価と改善 

①現地調査や利用者アンケートの分析、職員への聞き取り調査、利用者数や収支状況などを参考資

料としたセルフモニタリングを行い、課題が見つかった際は速やかに改善措置を講じ問題解決に取

り組む。 
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評価項目 第一順位 

大項目 中項目 オリエンタル・ビル管理株式会社 

人員配置 
①施設長を含めた 3～4名によるロ―テーション制。 

②全職員を対象に年 6回研修（マナー・接客など）を実施する。 

管理運営 

体制 

収支計画・施設管理 
①施設管理業務については、無理な縮減は行わない。 

②施設の異常箇所を早い段階で発見し、早期対応を行う。 

緊急時の対応 

①防犯対応・事故発生時対応マニュアルを整備し、全職員が対応できるように指導・教育する。 

②開館中は職員による定期的な巡回を実施し、異常を発見した場合は、警察・消防・当社管理部へ

通報する。 

③夜間及び休館日は事務室へ機械警備を導入し、警備業者による建物周辺のパトロールを実施する。 

④職員の防犯意識向上に向けた教育を実施する。 

⑤利用者の安全確保のための防犯訓練を実施する。 

 

ク 長崎市立つつじ荘 

評価項目 第一順位 

大項目 中項目 医療法人友愛会 

基本方針 

基本方針 

①健康の増進、教養の向上、レクリエーション等の便宜を図り、地域に根差した施設として管理・

運営を行う。 

②地域の利用者、納税者の視点に立った管理運営を行う。 

③平等・安心・安全・迅速に地域高齢者住民の意見を反映させ、透明度の高い運営を行う。 

④地域高齢者の介護予防施設の拠点のひとつとして健康で住みよい街づくりの一翼を担う。 

平等利用の確保 
①特定の個人や団体に対し、有利あるいは不利になる扱いをしない。 

②公平性・公正性を意識した業務を常日頃から心がけて実行する。 

個人情報の保護 
①職員は職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせず、不当な目的に使用しない。 

②事業者や利用者へ個人情報の保護の重要性について、意識の啓発に努める。 

事業計画 
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評価項目 第一順位 

大項目 中項目 医療法人友愛会 

事業計画 

施設の設置目的と計画 

①法人本体と連携し、医療福祉の専門員を派遣し、心と体の健康相談を実施する。 

②教養講座、健康増進及びレクリエーションに関し、法人から専門員の派遣と地域包括専門員や長

崎市の出前講座を活用し、経費削減と興味の持てる講座運営を行う。 

③世代間交流として若い世代の学童と花や野菜の植え付けや収穫を行う。 

サービスの向上 

①サービスの向上と経費の節約を図るため、法人本体と連携し、人員派遣等の効果的・効率的な施

設運営管理を行う。 

②利用者には親切丁寧な対応を行い、コミュニケーションを図る。 

③ご意見箱設置及び利用者アンケートを実施し、意見がある時は内容を検討し改善につなげる。 

④利用者とトラブルが予測される場合、他の施設と情報の共有を図る。 

⑤利用者に極力声掛けをして、安心安全に利用できる施設運営を行う。 

評価と改善 
①年 1 回、自己評価チェックシート活用により実施できなかった項目があれば、反省し改善につな

げる。 

管理運営 

体制 

人員配置 

①職員 2名体制（風呂日以外は職員 1名） 

②AED講習への参加。 

③接遇の勉強会への参加。 

④防災・防火避難訓練の実施。 

収支計画・施設管理 

①事業計画内容、協定書内容の説明を行い意識の共有を図る。 

②公平性・公正性を常に意識した業務遂行を行う。 

③常に最適な施設環境で利用いただくため、掃除・メンテナンスを行う。 

④年間保守点検計画に準じて点検を行う。 

緊急時の対応 

①年 2回防災・防火避難訓練を実施。 

②事故緊急時対応マニュアルに準じ行動。 

③機械警備を設置し、火災通報体制を含め警備・保安管理を実施する。 
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ケ 長崎市立香焼ひまわり 

評価項目 第一順位 

大項目 中項目 社会福祉法人 長崎市社会福祉協議会 

基本事項 

基本方針 
①地域住民に親しまれる施設を目指すとともに、施設管理人を常駐し、高齢者が安全で安心

して利用できる施設運営を基本方針とする。 

平等利用の確保 
①公の施設であることを常に念頭において、平等・公平な機会を確保し、公共の福祉増進の

場としての利用効果を高める。 

個人情報の保護 
①長崎市社会福祉協議会個人情報の保護に関する法律施行規則並びに長崎市社会福祉協議

会保有個人情報等安全管理措置規定に基づき適切に管理及び保護を行う。 

事業計画 

施設の設置目的と計画 

①利用者の立場で利用しやすい施設にすることを念頭に置き管理運営に取り組む。 

②窓口では常に「なんでも相談」を設置して、日常生活上の困りごとについて相談を受け付

け、社協の強みである、困りごとの解決に本所を含めて支援を行っていく。 

③教養講座は、アンケートを行うなど利用者の要望に沿った内容で年 8回以上開催する。 

④社会福祉協議会香焼支部の主催事業である「よかばい香焼ふれあい会」には幼児から高齢

者までの交流の場として人的支援と施設の開放を行う。 

サービスの向上 

①地域の高齢者の健康の維持増進、教養の向上、レクリエーションなどの場として、高齢者

が親しみやすく気軽に立ち寄れる場所を目指し、地域行事への職員の参加、地域情報の発信

を積極的に実施していく。 

②トラブルの未然防止のため職員の接遇など意識向上のための研修を実施する。 

③火災、非常災害、津波、感染、事故等に対応する緊急時対応マニュアルを作成して、職員

への教育を行っていく。 

④利用者同士の交流の機会を拡大するため、毎週 1回程度のセルフサービスによるお茶・コ

ーヒーを無料で提供し、お風呂の利用者の湯上りのひとときを過ごしてもらう。 
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評価項目 第一順位 

大項目 中項目 社会福祉法人 長崎市社会福祉協議会 

評価と改善 
①長崎市社会福祉協議会支部や自治会等との定期的な情報交換を行い、地域住民の意見を踏

まえ、施設運営について改善を行う。 

管理運営 

体制 

人員配置 
①所長 1名（常勤）、管理人 3名（非常勤）（ローテーション） 

②救急救命の講習会については、年 1回講習会に参加する。 

収支計画・施設管理 
①常勤の所長により、施設の維持・管理業務に当たるとともに、専任の管理人による日常点

検を実施。  

緊急時の対応 

①緊急連絡体制を構築し、非常時連絡体制を整備。 

②長崎市の避難所にも指定されており、香焼地域センター及び南総合事務所地域福祉課との

連携を図りながら、緊急時の対応を行う。 

 

事業計画 
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【参考】（２）指定管理者候補者選定審査会審査報告書（写）
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【参考】（３）募集要項、仕様書
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⾧崎市立老人福祉施設指定管理者業務仕様書 

 

 ⾧崎市立老人福祉施設（以下「老人福祉施設」という。）の指定管理者が行う業務の内容及びその範囲

等は、この仕様書によります。 

 

１ 趣旨 

本仕様書は、老人福祉施設の指定管理者が行う業務の内容及び履行方法について定めることを目的とします。 

 

２ 管理に関する基本的な考え方 

老人福祉施設の管理運営にあたっては、次に掲げる項目に沿って行ってください。 

 (1) 老人福祉施設は、地域の高齢者が健康の増進、教養の向上及びレクリエーション等を行う活動の場とし

て、高齢者の福祉の増進に資するための施設であるという設置理念に基づき、管理運営を行ってください。 

 (2) 利用者の安全確保に留意するとともに、施設の環境保全、保安警備に努め、良好な施設の維持管理を

行うことを基本としてください。 

 (3) 利用者の生活相談に応じ、意見を管理運営に反映させてください。 

 (4) 個人情報の保護を徹底してください。 

 (5) 効率的な運営を行ってください。 

 (6) 管理運営費の削減に努めてください。 

 

３ 施設の概要 

※P18 別紙 1「施設の概要及び各種実績」をご参照ください。 

 

４ 指定管理者が行う業務の範囲  

 (1) 指定管理業務 

   ア 施設の運営に関する業務 

    (ア) 施設の受付、案内に関する業務 

      a 老人福祉施設の概要等の基本情報を把握し、利用者又は電話等の問い合わせに対応してくださ

い。 

      b 利用者又は電話等による苦情については、誠意を持って適切かつ迅速に対応し記録してください。 

      c 利用者の生活相談に応じ、意見を管理運営に反映させてください。 

    (イ) 教養講座、健康増進及びレクリエーションや多世代交流事業の計画・実施に関する業務 

（１回２時間程度、月１回、年６回） 

 

     (ウ) 集会室、娯楽室等の利用の許可（取り消しを含む）及び積極的な活用に関する業務 

     (エ) 文書の収受、発送及び整理保存に関する業務 

     (オ) 施設の利用実績の記録・集計に関する業務 

   イ 施設及び設備の維持管理に関する業務 

    (ア) 施設及び設備の保守点検に関する業務 

      a 老人福祉施設の適正な運営のため、定期的に施設別（別表１～９）に定める施設及び設備の

保守点検を行ってください。 

※P42 別紙２「保守点検等仕様書」をご参照ください。 

      b 敷地内の管理に関する業務 

      c 甲種防火対象物の防火管理者の資格を取得し、建物の防災管理に努めてください。 

      d 乙種４類危険物取扱者の資格を取得し、建物の防災管理に努めてください。 

※わかな荘、しらゆり荘及び東望荘の指定管理者を対象とします。 

      e ボイラー取り扱い技能講習を修了し、建物の防災管理に努めてください。 

※東望荘の指定管理者を対象とします。 

    (イ) 施設及び設備の修繕に関する業務 

       利用者の安全の確保を図るため、1 件 30 万円（税込）未満の修繕は委託料の範囲内において

速やかに行ってください。 

    (ウ) 施設の清掃に関する業務 

建物内は清掃を行うとともに、敷地内においては、定期的に除草するなど、施設全体の美化に努め

てください。 

    (エ) 樹木等の管理に関する業務 

       樹木等については、適度に剪定をするなど敷地内の美観に努めてください。 

    (オ) 施設の警備に関する業務 

      a 老人福祉施設の建物の一部については、機械警備を導入しているので、夜間及び休館日は機械 

警備による安全管理を行ってください。 

      b 開館時間中は、定期的に巡回するなど、来場者の安全に配慮し、事故防止に努めてください。 

      c 事故が発生した場合は被害者の救済、保護などの応急措置に講じるほか、状況に応じて速やかに

関係機関に連絡を取り対処してください。 

    (カ) 備品類の管理・調達 

    (キ) 消耗品の管理・調達 

    (ク) その他の維持管理業務 

   ウ その他の業務 

    (ア) 事業計画書及び収支予算書を作成してください。 

(イ) 事業報告書を作成してください。 

    (ウ) 施設の管理記録と報告を行ってください。 

（環境マネジメントシステムの運用における必要な記録、法定点検、施設点検等） 

    (エ) 緊急時対策、防犯・防災対策について、マニュアルを作成し、職員に指導を行ってください。 

-50-



 

      a 事故発生時には、救護措置をとり、⾧崎市及び警察等関係機関へ連絡報告等を行ってください。 

      b 天災、火災等の災害発生時は、利用者の安全性を最優先に避難誘導を行うとともに、⾧崎市及

び消防等関係機関へ連絡を行うなど適切な対応を行ってください。また、円滑な避難誘導等を行うことが

できるよう、普段から必要な訓練等を行ってください。 

(オ) 職員に対して、施設の運営管理に必要な研修を実施してください。 

    (カ) 個人情報保護の体制を整え、職員に周知・徹底を図ってください。 

    (キ) 利用者の意見等を施設の運営に取り入れる方法を考え、実施してください。 

 

 (2) 自主事業 

    指定管理者は、施設利用者の利便性や施設の魅力向上に資する自主的な事業を自らの費用負担によ

り行うことができます。 

提案の内容が、施設の設置目的に沿う場合は、⾧崎市の承認を得て自主事業として実施していただきます。 

    また、利便性や魅力の向上に資さないと判断される場合、実施は認められません。 

    ※自主事業とは、施設の設置目的に沿い、施設利用者の利便性や施設の魅力向上に資する事業を指

定管理者自らの費用負担において行うものであり、(1)の指定管理業務については自主事業に含みま

せん。 

 

５ 指定の期間 

 令和 7 年 4 月 1 日から令和 12 年 3 月 31 日までの 5 年間とします。 

 （指定管理者の指定後に、指定管理者と⾧崎市とにおいて指定管理業務に係る管理業務上詳細な事項に

ついて、協定を締結します。） 

 

６ 管理に関する基本的事項 

 (1) 開館時間及び休館日  

ア 開館時間 

指定管理者は、開館時間を設定することができますので、開館時間についても提案してください。なお、

承認の基準は⾧崎市立老人福祉施設条例施行規則（昭和 44 年⾧崎市規則第 45 号。以下「規

則」という。）のとおりです。 

午前 10 時から午後 4 時 30 分までの時間帯を基本とし、１日 6 時間 30 分以上 

イ 休 館 日 

規則に定めているとおり、毎週日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規

定する休日及び 12 月 29 日から翌年 1 月 3 日までの期間です。 

 (2) 浴室の利用 

    午前１１時から午後３時まで（火・木・土曜日のみ）の時間帯を基本とし、１日４時間以上とします。 

  

 

(3) 備品等の取り扱い 

   ア 指定管理者は、⾧崎市の所有する備品等については、「⾧崎市会計規則」に定める備品台帳等を備え

てその保管に係る備品等を整理し、購入及び廃棄等については、⾧崎市と協議するとともに異動について

定期的に⾧崎市へ報告してください。 

   イ 指定管理者は、⾧崎市が貸与する備品等において、故意又は過失により破損又は滅失した場合は、

自己の費用により購入又は調達してください。 

   ウ 備え付けの備品物品は別途提示します。 

   エ 備品等の詳細の取り扱いについては、別途協定書において定めます。 

 (4) 関係法令の遵守 

  指定管理者は、次に掲げる法令等を遵守し、業務を遂行しなければなりません。 

ア 地方自治法 

イ 個人情報の保護に関する法律 

ウ 消防法 

エ 労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法その他労働関係法令 

オ ⾧崎市立老人福祉施設条例、⾧崎市立老人福祉施設条例施行規則 

カ ⾧崎市保有個人情報等安全管理措置規程 

キ その他、業務を遂行する上で、関連する法令等がある場合は、それらを遵守してください。指定期間中に

前各号に規定する法令に改正があった場合は、改正された内容を仕様とします。 

 

7 経費等 

 (1) 予算の執行 

    予算は、提案していただいた収支予算書の金額の範囲内で執行してください。 

    なお、光熱水費については、公民館との合築施設（ひまわり荘、つばき荘）、子育て支援センターとの併設施

設（すみれ荘）については上下水道代と電気代を、本市が直接支払っているため積算から除いてください。 

また、入浴や暖房等に係る燃料費（例:Ａ重油、灯油、都市ガス等）については、積算に盛り込んでく 

ださい（別表１～9 を参照）。 

 (2) 修繕料の執行 

   ア 修繕料は、１件３０万円（税込）未満を対象とし、⾧崎市が定める予算額以内で執行してください。

なお、１件３０万円（税込）以上の修繕の場合は、⾧崎市と協議してください。 

   イ 修繕料は、年度末の実績報告を受け精算するものとします。 

 (3) 事業報告書等の提出 

会計年度終了後、30 日以内に事業報告書及び収支計算書を提出してください。 

 (4) 経理規程 

    指定管理者は、経理規程を策定し、経理事務を行ってください。 

 (5) 立入検査について 

    ⾧崎市は、必要に応じて労務管理、施設、物品、各種帳簿等の現地検査を行うことができます。 
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８ 施設の修繕 

 (1) ⾧崎市が行う修繕 

計画修繕及び（2）で定める指定管理者が行う修繕以外の修繕及び⾧崎市が委託料に含めて支払う

各施設あたりの修繕料 385 万円:税込（年各 77 万円:税込）を超える修繕については、⾧崎市が行

います。 

 (2) 指定管理者が行う修繕 

施設の附属設備や備品の故障、雨漏りなど施設運営において緊急を要する修繕で 1 件当たりの金額が

30 万円（税込）未満の修繕については、責任分担表に示すとおり⾧崎市が委託料に含めて支払う各施

設あたりの修繕料 385 万円:税込（年各 77 万円:税込）の範囲内で指定管理者において対応する

ものとします。 

 (3) 修繕の執行 

修繕の執行（業者選定、見積徴取、契約等を含む。）は⾧崎市契約規則（昭和 39 年規則第 26

号）に準じて行うようにしてください。なお、業者選定においては、⾧崎市内に本社を有する⾧崎市建設工

事等競争入札参加者の資格審査及び選定要綱（昭和５５年８月１日施行）第１１条に規定する

有資格者名簿又は⾧崎市物品等競争入札参加者の資格審査及び選定要綱（昭和６３年１２月１

日施行）第１１条に規定する有資格者名簿に登録されている者（以下「有資格者」という。）を優先し

てください。 

 (4) 修繕料の精算 

指定管理者は、修繕料に係る委託料について、支出の内訳を明らかにした精算書を作成し、⾧崎市が

指定する日までに⾧崎市に提出するものとし、精算した結果、残金を生じたときは、⾧崎市が指定する日ま

でに⾧崎市に残金を返還しなければなりません。 

 

９ 指定管理者の賠償責任と保険の加入 

 (1) 損害賠償 

 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する施設又は設備を損傷し、又は滅失したときはそれに

よって生じた損害を⾧崎市に賠償しなければなりません。指定管理期間の終了後、又は指定の取消し後

も同様とします。 

 (2) 第三者への賠償 

    施設の利用者等第三者に損害を与え、賠償を行う必要が発生した場合、その賠償については、国家賠

償法第 1 条（公務員の不法行為による損害の賠償）、同法第 2 条（公の営造物の瑕疵による賠償）

に基づき⾧崎市が行います。ただし、⾧崎市が指定管理者の責めに帰すべき事由により発生した損害につ

いて、第三者に対して賠償したときは、⾧崎市は指定管理者に対して⾧崎市が賠償した金額及びその他

賠償に伴い発生した費用を請求することができます。 

 

 

 

 (3) 保険の付保 

   指定管理者は自らのリスクに対応して、自らの負担において必要に応じて保険に加入してください。なお、⾧崎市

が加入している保険は次のとおりです。また、指定管理者が行う自主事業や、指定管理者が所有する車両に係る

ものなどは、上記の市加入保険の対象外であるため、必要に応じて指定管理者が加入してください。 

 

ア 火災保険（火災及び災害） 

・公益社団法人全国市有物件災害共済会建物総合損害共済 

イ 全国市⾧会市民総合賠償補償保険 

契約類型 Ｄ型 

保険金額（支払限度額） 
身体賠償 

1 名につき 1 億円 

1 事故につき 10 億円 

財物賠償 1 事故につき 2 千万円 

補償保険（見舞金等） 対象外 

 

１０ 職員の配置等 

(1) 職員配置 

    施設⾧及び補助人等の管理人（常勤、非常勤は問わない。）を施設規模や提供するサービス内容に

応じて配置し、開館時間中は利用者サービス及び利用者の安全性を低下させないような人員配置としてくだ

さい。 

 (2) 指定管理者による一元管理となることを考慮し、効率的な職員配置についての提案を事業計画書（様

式 6）及び収支予算書（様式 7）に記載してください。 

 (3) 専門的な資格、技術等を要する業務については、必ず当該資格者等を配置してください。 

 (4) 職員の勤務形態は、労働基準法等、その他労働関係法令を遵守し、老人福祉施設の運営に支障がな

いように定めてください。 

 (5) 職員に対して、施設の運営管理に必要な研修を実施してください。 

 

１１ 業務報告 

 (1) 指定管理者は、管理運営業務の利用状況・実施状況等を記載した業務日報を作成し、⾧崎市が指定

する期間保管し、求めがあったときは提出してください。 

 (2) 毎月、業務日誌に基づいて業務報告書を作成し、翌月１０日までに⾧崎市に報告してください。 
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１2 モニタリング 

⾧崎市は、当該施設の円滑な運営を確保するため、指定管理業務の実施状況を把握するモニタリングを実

施します。 

指定管理者は、⾧崎市が行うモニタリングに必要な調査及び報告を行うこととします。 

指定管理者が管理の基準や事業計画に示された業務等において、基準を満たしていないと認めるときは、⾧

崎市は改善等必要な指示を行い、これに従わない場合は、業務の停止や指定の取消しを行うことがあります。 

 (1) 実施方法 

   ア 事業報告書の提出 

     指定管理者は実施した事業に関する報告書（事業報告書）を作成し、月ごと、年度ごとに⾧崎市に

提出することとします。 

   イ 施設利用者のアンケートの実施 

     指定管理者は、サービスの向上や利用者の増加が図られるなどの効果があったか厳正に評価し検証する

観点から、アンケート等により、施設利用者の意見、苦情等を聴取し、その結果及び業務改善への反映

状況について⾧崎市に報告するものとします。 

   ウ 担当職員による現地調査 

     担当職員が、直接施設に行き、管理運営の状況を調査することとします。 

   エ 指定管理者による自己評価 

     指定管理者は、業務についての日報や月報等を作成することにより事業計画との整合が取れているか等の自己評価を

行い、事業計画との乖離がある場合は、早期に原因究明を行い、対策を講じることとします。 

   オ その他 

     ⾧崎市は、指定管理者の管理運営状況を把握するため、必要に応じた監視・指導を行うものとします。 

 

１3 業務実施上の注意事項 

  業務を実施するにあたっては、次の各項目に留意して円滑に実施してください。 

 (1) 公の施設であることを常に念頭において、公平な運営を行うこととし、特定の団体等に有利に、あるいは不

利になる運営をしないでください。 

 (2) ⾧崎市及び⾧崎市内にある他の市民利用施設との連携を図った運営を行ってください。 

 (3) 施設の管理運営に係る各種規程・要綱等がない場合は、⾧崎市の諸規程に準じて、あるいはその精神

に基づき業務を実施してください。 

 (4) 指定管理者が施設の管理運営に係る各種規程・要綱等を作成する場合は、⾧崎市と協議を行ってくだ

さい。 

 (5) 消防法（昭和２３年法律第１８６号）第８条の規定に基づき、消防計画の策定、防火管理者を定

めるものとします。 

 (6) 市民の利便に資するため、開館時間、休館日の変更が必要であると市⾧が認めたときは、指定管理者

は、その変更に伴い必要とされる業務を行ってください。 

 

 (7) その他、仕様書に記載のない事項については、⾧崎市と協議を行ってください。 

 (8) 指定期間中、年度ごとの予算については、⾧崎市の財政の状況等により金額が変更となる場合がありま

す。 

 

１4 協議 

 この仕様書に規定するもののほか指定管理者の業務の内容及び処理について疑義が生じた場合は、⾧崎市と

協議し決定します。 
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別表１ 

主な維持管理業務一覧 

 施設名 ⾧崎市立わかな荘 

 

項目 必要管理項目 頻度 

館内日常清掃 日常的に整理・整頓等 毎日 

貯水槽清掃 
日常的に整理・整頓等 毎日 

定期的な清掃 年１回 

窓ガラス清掃 
日常的に整理・整頓等 毎日 

定期的な清掃 年１回 

建物消毒 

（害虫駆除） 

日常保守管理 毎日 

定期駆除 年２回 

消防設備点検 
日常保守管理 毎日 

定期点検 年２回（法定） 

植栽管理 
日常保守管理 必要に応じて随時 

除草等 年１回 

自動ドア保守点検 
日常保守管理 毎日 

定期点検 年２回 

ボイラー清掃 ※ 
日常的に整理・整頓等 毎日 

定期的な清掃 必要に応じて随時 

ボイラー点検 ※ 
機器操作 入浴日 

定期点検 年１回 

空調機保守点検 
日常保守管理 毎日 

定期点検 年１回 

機械警備 
日常保守管理 毎日 

定期点検 必要に応じて随時 

浴場水質検査 
日常保守管理 入浴日 

定期点検 年１回（法定） 

小破修繕 
照明装置の維持・交換 必要に応じて随時 

その他の施設の修繕 必要に応じて随時 

備品保守点検 日常保守点検 毎日 

  ※ボイラーの燃料はＡ重油（風呂及び暖房の熱源として使用） 

 

 

 

 

 

別表 2 

主な維持管理業務一覧 

 施設名 ⾧崎市立すみれ荘 

 

項目 必要管理項目 頻度 

館内日常清掃 日常的に整理・整頓等 毎日 

貯水槽清掃 
日常的に整理・整頓等 毎日 

定期的な清掃 年１回 

窓ガラス清掃 
日常的に整理・整頓等 毎日 

定期的な清掃 年１回 

建物消毒 

（害虫駆除） 

日常保守管理 毎日 

定期駆除 年２回 

消防設備点検  
日常保守管理 毎日 

定期点検 年２回（法定） 

植栽管理 
日常保守管理 必要に応じて随時 

除草等 年１回 

自動ドア保守点検 
日常保守管理 毎日 

定期点検 年２回 

ボイラー清掃 ※ 
日常的に整理・整頓等 毎日 

定期的な清掃 必要に応じて随時 

ボイラー点検 ※ 
機器操作 入浴日 

定期点検 年１回 

空調機保守点検 
日常保守管理 毎日 

定期点検 年１回 

自家用電気工作物 

保安管理 

日常保守管理 毎日 

定期点検 年１回（法定） 

機械警備 
日常保守管理 毎日 

定期点検 必要に応じて随時 

浴場水質検査 
日常保守管理 入浴日 

定期点検 年１回（法定） 

小破修繕 
照明装置の維持・交換 必要に応じて随時 

その他の施設の修繕 必要に応じて随時 

備品保守点検 日常保守点検 毎日 

※ボイラーの燃料は都市ガス（風呂の熱源として使用） 
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別表３ 

主な維持管理業務一覧  

 施設名 ⾧崎市立しらゆり荘 

 

項目 必要管理項目 頻度 

館内日常清掃 日常的に整理・整頓等 毎日 

貯水槽清掃 
日常的に整理・整頓等 毎日 

定期的な清掃 年１回 

窓ガラス清掃 
日常的に整理・整頓等 毎日 

定期的な清掃 年１回 

建物消毒 

（害虫駆除） 

日常保守管理 毎日 

定期駆除 年２回 

消防設備点検 
日常保守管理 毎日 

定期点検 年２回（法定） 

植栽管理 
日常保守管理 必要に応じて随時 

除草等 年１回 

ボイラー清掃 ※ 
日常的に整理・整頓等 毎日 

定期的な清掃 必要に応じて随時 

ボイラー点検 ※ 
機器操作 入浴日 

定期点検 年１回 

空調機保守点検 
日常保守管理 毎日 

定期点検 年１回 

機械警備 
日常保守管理 毎日 

定期点検 必要に応じて随時 

ばいえん測定業務 定期点検 年２回（法定） 

浴場水質検査 
日常保守管理 入浴日 

定期点検 年１回（法定） 

小破修繕 
照明装置の維持・交換 必要に応じて随時 

その他の施設の修繕 必要に応じて随時 

備品保守点検 日常保守点検 毎日 

  ※ボイラーの燃料はＡ重油（風呂及び暖房の熱源として使用） 

 

 

 

 

 

 

別表４ 

主な維持管理業務一覧  

 施設名 ⾧崎市立ひまわり荘 

 

項目 必要管理項目 頻度 

館内日常清掃 日常的に整理・整頓等 毎日 

貯水槽清掃 ※１ 
日常的に整理・整頓等 毎日 

定期的な清掃 年１回 

窓ガラス清掃 
日常的に整理・整頓等 毎日 

定期的な清掃 年１回 

建物消毒 

（害虫駆除） 

日常保守管理 毎日 

定期駆除 年２回 

消防設備点検 ※１ 
日常保守管理 毎日 

定期点検 年２回（法定） 

植栽管理 
日常保守管理 必要に応じて随時 

除草等 年１回 

自動ドア保守点検 
日常保守管理 毎日 

定期点検 年２回 

ボイラー清掃 ※２ 
日常的に整理・整頓等 毎日 

定期的な清掃 必要に応じて随時 

ボイラー点検 ※２ 機器操作 入浴日 

空調機保守点検 
日常保守管理 毎日 

定期点検 年１回 

機械警備 ※１ 
日常保守管理 毎日 

定期点検 必要に応じて随時 

浴場水質検査 
日常保守管理 入浴日 

定期点検 年１回（法定） 

小破修繕 
照明装置の維持・交換 必要に応じて随時 

その他の施設の修繕 必要に応じて随時 

備品保守点検 日常保守点検 毎日 

※１ 貯水槽清掃、消防設備点検、機械警備については、⾧崎市が実施する包括管理業務委託に含まれ

るため、積算する必要はありません。 

  ※２ ボイラーの燃料は都市ガス（風呂の熱源として使用）。暖房の熱源は電気。 
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別表５ 

主な維持管理業務一覧  

 施設名 ⾧崎市立つばき荘 

     

項目 必要管理項目 頻度 

館内日常清掃 日常的に整理・整頓等 毎日 

貯水槽清掃 ※１ 
日常的に整理・整頓等 毎日 

定期的な清掃 年１回 

窓ガラス清掃 
日常的に整理・整頓等 毎日 

定期的な清掃 年１回 

建物消毒 

（害虫駆除） 

日常保守管理 毎日 

定期駆除 年２回 

消防設備点検 ※１ 
日常保守管理 毎日 

定期点検 年２回（法定） 

植栽管理 
日常保守管理 必要に応じて随時 

除草等 年１回 

ボイラー清掃 ※２ 
日常的に整理・整頓等 毎日 

定期的な清掃 必要に応じて随時 

ボイラー点検 ※２ 
機器操作 入浴日 

定期点検 年１回 

自動ドア保守点検 
日常保守管理 毎日 

定期点検 年２回 

空調機保守点検 
日常保守管理 毎日 

定期点検 年１回 

機械警備 ※１ 
日常保守管理 毎日 

定期点検 必要に応じて随時 

浴場水質検査 
日常保守管理 入浴日 

定期点検 年１回（法定） 

小破修繕 
照明装置の維持・交換 必要に応じて随時 

その他の施設の修繕 必要に応じて随時 

備品保守点検 日常保守点検 毎日 

※１ 貯水槽清掃、消防設備点検、機械警備については、⾧崎市が実施する包括管理業務委託に含まれ

るため、積算する必要はありません。 

  ※２ ボイラーの燃料は都市ガス（風呂の熱源として使用）  

 

 

 

別表６ 

主な維持管理業務一覧  

 施設名 ⾧崎市立さくら荘 

     

項目 必要管理項目 頻度 

館内日常清掃 日常的に整理・整頓等 毎日 

貯水槽清掃 
日常的に整理・整頓等 毎日 

定期的な清掃 年１回 

窓ガラス清掃 
日常的に整理・整頓等 毎日 

定期的な清掃 年１回 

建物消毒 

（害虫駆除） 

日常保守管理 毎日 

定期駆除 年２回 

消防設備点検 
日常保守管理 毎日 

定期点検 年２回（法定） 

植栽管理 
日常保守管理 必要に応じて随時 

除草等 年１回 

自動ドア保守点検 
日常保守管理 毎日 

定期点検 年２回 

ボイラー清掃 ※ 
日常的に整理・整頓等 毎日 

定期的な清掃 必要に応じて随時 

ボイラー点検 ※ 
機器操作 入浴日 

定期点検 年１回 

空調機保守点検 
日常保守管理 毎日 

定期点検 年１回 

機械警備 
日常保守管理 毎日 

定期点検 必要に応じて随時 

浴場水質検査 
日常保守管理 入浴日 

定期点検 年１回（法定） 

小破修繕 
照明装置の維持・交換 必要に応じて随時 

その他の施設の修繕 必要に応じて随時 

備品保守点検 日常保守点検 毎日 

※ ボイラーの燃料はプロパンガス（風呂及び暖房の熱源として使用）  
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別表７ 

主な維持管理業務一覧  

 施設名 ⾧崎市立東望荘 

     

項目 必要管理項目 頻度 

館内日常清掃 日常的に整理・整頓等 毎日 

貯水槽清掃 
日常的に整理・整頓等 毎日 

定期的な清掃 年１回 

窓ガラス清掃 
日常的に整理・整頓等 毎日 

定期的な清掃 年１回 

建物消毒 

（害虫駆除） 

日常保守管理 毎日 

定期駆除 年２回 

消防設備点検 
日常保守管理 毎日 

定期点検 年２回（法定） 

植栽管理 
日常保守管理 必要に応じて随時 

除草等 年１回 

ローンボウルス場管理 

日常保守管理 必要に応じて随時 

芝生のメンテナンス 

施肥工（年 2 回） 
防除工（年 3 回） 

目土工（年 1 回） 

自動ドア保守点検 
日常保守管理 毎日 

定期点検 年２回 

ボイラー清掃 ※ 
日常的に整理・整頓等 毎日 

定期的な清掃 必要に応じて随時 

ボイラー点検 ※ 
機器操作 入浴日 

定期点検 年１回（法定） 

空調機保守点検 
日常保守管理 毎日 

定期点検 年１回 

機械警備 
日常保守管理 毎日 

定期点検 必要に応じて随時 

浴場水質検査 
日常保守管理 入浴日 

定期点検 年１回（法定） 

小破修繕 
照明装置の維持・交換 必要に応じて随時 

その他の施設の修繕 必要に応じて随時 

備品保守点検 日常保守点検 毎日 

※ ボイラーの燃料はＡ重油（暖房の熱源として使用） 

   風呂は電気温水器を使用。 

 

別表８ 

主な維持管理業務一覧 

 施設名 ⾧崎市立つつじ荘 

     

項目 必要管理項目 頻度 

館内日常清掃 日常的に整理・整頓等 毎日 

窓ガラス清掃 
日常的に整理・整頓等 毎日 

定期的な清掃 年１回 

建物消毒 

（害虫駆除） 

日常保守管理 毎日 

定期駆除 年２回 

植栽管理 
日常保守管理 必要に応じて随時 

除草等 年１回 

消防設備点検 
日常保守管理 毎日 

定期点検 年２回（法定） 

ボイラー清掃 ※ 
日常的に整理・整頓等 毎日 

定期的な清掃 必要に応じて随時 

ボイラー点検 ※ 
機器操作 入浴日 

定期点検 年１回 

空調機保守点検 
日常保守管理 毎日 

定期点検 年１回 

機械警備 
日常保守管理 毎日 

定期点検 必要に応じて随時 

浴場水質検査 
日常保守管理 入浴日 

定期点検 年１回（法定） 

小破修繕 
照明装置の維持・交換 必要に応じて随時 

その他の施設の修繕 必要に応じて随時 

備品保守点検 日常保守点検 毎日 

 ※ ボイラーの燃料は都市ガス（風呂の熱源として使用） 

   暖房の熱源は電気 
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別表９ 

主な維持管理業務一覧 

 施設名 ⾧崎市立香焼ひまわり 

     

項目 必要管理項目 頻度 

館内日常清掃 日常的に整理・整頓等 毎日 

窓ガラス清掃 日常的に整理・整頓等 毎日 

定期的な清掃 必要に応じて随時 

建物消毒（害虫駆除） 日常保守管理 毎日 

消防設備点検 日常保守管理 毎日 

定期点検 年２回（法定） 

植栽管理 日常保守管理 必要に応じて随時 

除草等 必要に応じて随時 

自動ドア保守点検 日常保守管理 毎日 

定期点検 年１回 

ボイラー清掃 日常的に整理・整頓等 毎日 

定期的な清掃 必要に応じて随時 

ボイラー点検 機器操作 入浴日 

定期点検 年１回（法定） 

空調設備保守点検 日常保守管理 毎日 

定期点検 年１回 

機械警備 日常保守管理 毎日 

定期点検 必要に応じて随時 

電気工作物保安管理業務 日常保守管理 毎日 

定期点検 年１回（法定） 

浴槽水質検査 
日常保守管理 入浴日 

定期点検 年１回（法定） 

浴槽ろ過機保守 定期点検 年 1 回 

浴槽循環回路薬品洗浄清掃 定期洗浄 年 1 回 

小破修繕 照明装置の維持・交換 必要に応じて随時 

その他の施設の修繕 必要に応じて随時 

備品保守点検 日常保守点検 毎日 

 

 

 

 

 

別紙２ 保守点検等仕様書 

 

（保守点検対象施設一覧） 

施設名 
貯 水 槽

清掃 
害虫駆除 

消 防 設

備点検 

自動ドア 

保守点検 

ボイラー

点検 

空 調 機

保守点検 
機械警備 

浴場水質

検査 

自家用 

電気工作物 

保安管理 

ばいえん

測定 

ローン 

ボウルス場 

芝生管理 

⾧ 崎 市 立 

わ か な 荘 
● ● ● ● ● ● ● ●    

⾧ 崎 市 立 

すみれ荘 
● ● ● ● ● ● ● ● ●   

⾧ 崎 市 立 

し らゆ り 荘 
● ● ●  ● ● ● ●  ●  

⾧ 崎 市 立 

ひまわり荘 
 ●  ●  ●  ●    

⾧ 崎 市 立 

つばき荘 
 ●  ● ● ●  ●    

⾧ 崎 市 立 

さ く ら 荘 
● ● ● ● ● ● ● ●    

⾧ 崎 市 立 

東 望 荘 
● ● ● ● ● ● ● ●   ● 

⾧ 崎 市 立 

つ つ じ 荘 
 ● ●  ● ● ● ●    

⾧崎市立

香焼ひまわり 
  ● ● ● ● ● ● ●   
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１ 貯水槽清掃 

 

１ 業務対象      

施設名 種類 構造 槽数 

⾧崎市立わかな荘 高置水槽 ステンレス 1 

⾧崎市立すみれ荘 
受水槽 鉄 1 

高置水槽 繊維強化プラスチック 1 

⾧崎市立しらゆり荘 高置水槽 繊維強化プラスチック 1 

⾧崎市立さくら荘 
受水槽 コンクリート 1 

高置水槽 繊維強化プラスチック 1 

⾧崎市立東望荘 
受水槽 コンクリート 1 

高置水槽 繊維強化プラスチック 1 

２ 業務内容  

(1) 点検作業 

ア 基礎・固定部 

イ 外観状況 

ウ 付属装置 

(ｱ) ボールタップ及び定水位弁 

(ｲ) 水面制御及び警報装置 

エ 配管 

(2) 貯水槽内及び壁面等の清掃作業 

(3) 貯水槽内の消毒 

(4) 水質検査 

３ 点検回数  

年 1 回 

具体的日時の設定は、事前に⾧崎市と協議する。 

４ 点検報告書  

毎回、点検終了後、速やかに点検報告書を提出する。 

 

  

 

２ 害虫駆除 

 

１ 業務対象                         

施設名 延床面積(㎡) 

⾧崎市立わかな荘 474.46 

⾧崎市立すみれ荘 915.22 

⾧崎市立しらゆり荘 509.95 

⾧崎市立ひまわり荘 619.45 

⾧崎市立つばき荘 468.38 

⾧崎市立さくら荘 508.00 

⾧崎市立東望荘 458.76 

⾧崎市立つつじ荘 231.00 

２ 業務内容 

建物内における薬剤を用いた害虫の駆除 

３ 実施回数  

年２回 

具体的日時の設定は、事前に⾧崎市と協議する。 

４ 点検報告書  

毎回、 点検終了後、速やかに点検報告書を提出する。 
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３ 消防設備点検 

１ 業務対象 

設備名 

設置数 

⾧崎市立

わかな荘 

⾧崎市立

すみれ荘 

⾧崎市立

しらゆり荘 

⾧崎市立

さくら荘 

⾧崎市立

東望荘 

⾧崎市立

つつじ荘 

⾧崎市立

香焼ひまわり 

消火器 粉末 5 6 1 6 5   

 蓄圧式   7   5 12 

自動火災報知設備 回線数  3 3     

(受信機) Ｐ型 1 級       1 

 Ｐ型 2 級 1 1 1 1    

(差動式) スポット型 12 18 12 11 9   

(定温式) スポット型 15 22 14 13 11  55 

 煙感知器 3 5 3 3 2  14 

 地区音響装置 2 3 2 3 2  2 

 発信機 2 3 2 3 2  2 

 表示灯 2 3 2 3   2 

 常用電源 1 1 1 1   1 

 予備電源 1 1 1 1   1 

 配線 1 1 1 1 ３  1 

非常警報設備 複合装置      2 1 

 配線      1 1 

避難器具 避難はしご   1    1 

誘導灯 中型 4  3   2 1 

 高輝度型 1 13  8 4 2 1 

 配線 1 1  3 2 1 1 

防排煙設備 制御盤    1   1 

 感知器    3    

 防火戸    3   4 

 常用電源    1    

 予備電源    1    

 配線    1    

 

 

 

 

 

２ 業務内容  

消防法第 17 条の 3 の 3 の規定に基づく、消防用設備等の点検 

点検は、消防設備等点検資格を有する技術者をもってしなければならない。 

３ 点検回数  

年 2 回 

具体的日時の設定は、事前に⾧崎市と協議する。 

４ 点検報告書  

毎回、点検終了後、速やかに点検報告書を提出する。  
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４ 自動ドア保守点検 

１ 業務対象   

施設名 メーカー 型式 
片引き・ 

両引き分け 
台数 

⾧崎市立わかな荘 テラオカ SOV-150KLTM 両引き分け 1 

⾧崎市立すみれ荘 テラオカ YK70TSⅡ 片引き 1 

⾧崎市立ひまわり荘 ナブコ DS-75 片引き 1 

⾧崎市立つばき荘 扶桑電気工業 DC-5 両引き分け 1 

⾧崎市立さくら荘 ナブコ DS75N-DN 両引き分け 1 

⾧崎市立東望荘 ドリーム自動ドア工業 DC-5 両引き分け 1 

⾧崎市立香焼ひまわり ドリーム自動ドア工業 DC-5 両引き分け 2 

２ 業務内容   

保守作業 

 (1) 装置の異常の有無の確認 

 (2) 扉の開閉速度及びクッションの調整 

 (3) 各部のビス、ボルト、ナット等の締め直し 

 (4) 機械各部の清掃、注油 

３ 実施回数   

年２回 

具体的日時の設定は、事前に⾧崎市と協議する。 

４ 点検作業報告書     

毎回、点検終了後、速やかに点検作業報告書を提出する。 

  

 

５ ボイラー点検 

１ 業務対象   

施設名 種別 メーカー 型式 燃料 台数 

⾧崎市立わかな荘 給湯ボイラー 昭和鉄工（株） SKT-E2504A A 重油 1 

空調ボイラー 昭和鉄工（株） SK-1004A A 重油 1 

⾧崎市立すみれ荘 給湯ボイラー 巴商会(株) BH-816BG 都市ガス 2 

⾧崎市立しらゆり荘 給湯ボイラー 

空調ボイラー 
日本サーモエナー HKSAN-400BH A 重油 1 

⾧崎市立つばき荘 給湯ボイラー 巴商会(株) BH-842AG 都市ガス 1 

⾧崎市立さくら荘 空調ボイラー 昭和鉄工（株） SK-2004G プロパンガス １ 

⾧崎市立東望荘 空調ボイラー 日本ボイラー JA-200 A 重油 １ 

⾧崎市立つつじ荘 給湯ボイラー 昭和鉄工（株） SKT-1604MG 都市ガス 1 

⾧崎市立香焼ひまわり 給湯ボイラー （株）ヒラカワガイダム VEC-25ESN-WH 灯油 1 

２ 業務内容   

(1) ボイラー及び煙道のすす落とし整備 

(2) オイルバーナー分解点検整備 

(3) 各付属部品清掃整備及び点検 

(4) 各計器類点検調整 

３ 実施回数   

年 1 回 

具体的日時の設定は、事前に⾧崎市と協議する。 

４ 点検作業報告書     

毎回、点検終了後、速やかに点検作業報告書を提出する。 
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６ 空調機保守点検 

１ 業務対象   

施設名 
台数 

ファンコイル パッケージ ルーム 

⾧崎市立わかな荘 11 6 なし 

⾧崎市立すみれ荘 なし 8 3 

⾧崎市立しらゆり荘 9 9 なし 

⾧崎市立ひまわり荘 なし 9 ２ 

⾧崎市立つばき荘 なし 9 なし 

⾧崎市立さくら荘 12 6 なし 

⾧崎市立東望荘 11 7 なし 

⾧崎市立つつじ荘 なし 4 なし 

⾧崎市立香焼ひまわり なし 13 なし 

２ 業務内容  

保守点検 

(1) 室外機・室内機の動作確認（異音、振動、冷暖房、送風 等）           

(2) リモコンの動作確認    

(3) 各種機器の腐蝕状況、汚れの点検、清掃    

(4) エアーフィルターの点検・清掃    

(5) 電機部品の点検増し締め    

(6) 冷媒漏れ点検、圧力測定    

(7) 電圧・電流・絶縁抵抗測定    

３ 実施回数   

年１回  

具体的日時の設定は、事前に⾧崎市と協議する。 

４ 点検作業報告書   

毎回、点検終了後、速やかに点検作業報告書を提出する。 

 

 

７ 機械警備 

１ 業務対象   

施設名 警備対象箇所 

⾧崎市立わかな荘 

各施設事務室 

（間取りは別紙１「施設の概要

及び各種実績」参照） 

⾧崎市立すみれ荘 

⾧崎市立しらゆり荘 

⾧崎市立さくら荘 

⾧崎市立東望荘 

⾧崎市立つつじ荘 

⾧崎市立香焼ひまわり 

２ 業務内容  

(1) 警備用機器の設置、撤去 

(2) 警備対象施設の遠隔監視 

(3) 緊急時の現場確認 

(4) 監督職員への連絡 

(5) 基地局への連絡 

(6) 警察署、消防署等への連絡 

３ 機械装置の機能    

(1) 警備対象箇所のドア、ガラス等の破損及び開閉を感知する機能 

(2) 施設内へ侵入者を感知し、表示する機能 

(3) 火災発生を感知する機能 

(4) 警備の開始、解除の操作を行う機能 

(5) 基地局に異常等の信号を送信する機能 

４ 警備時間    

警備用機械装置のセット時から解除時までの時間とする。 

(1) 平日、土曜日 

１７時００分～翌日９時００分 

(2) 日曜日、国民の祝休日、年末・年始（１２月２９日～１月３日） 

９時００分～翌日９時００分 

５ 点検作業報告書    

毎回、点検終了後、速やかに点検作業報告書を提出する。 
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８ 浴場水質検査 

 

１ 業務対象   

施設名 検査箇所 

⾧崎市立わかな荘 

各施設浴槽２か所 

（男子浴槽、女子浴槽） 

⾧崎市立すみれ荘 

⾧崎市立しらゆり荘 

⾧崎市立ひまわり荘 

⾧崎市立つばき荘 

⾧崎市立さくら荘 

⾧崎市立東望荘 

⾧崎市立つつじ荘 

⾧崎市立香焼ひまわり 

２ 業務内容  

施設内の浴槽水の検査  

 （大腸菌群、濁度、過マンガン酸カリウム消費量、レジオネラ属菌） 

３ 実施回数  

年１回  

具体的日時の設定は、事前に⾧崎市と協議する。 

４ 点検作業報告書  

毎回、点検終了後、速やかに点検作業報告書を提出する。 

 

  

 

９ 自家用電気工作物保安管理 

 

１ 業務対象 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 業務内容             

電気工作物の維持及び運用について、定期的な点検、測定及び試験を行い、経済産業省令で定める技 

術基準に不適合な事項がある場合は、これについて指示又は助言を行う。 

３ 点検頻度・点検内容  

(1) 通常点検 2 か月に 1 回 (高圧機器及び負荷の温度、漏れ電流等測定及び点検) 

 (2) 定期点検 1 年に 1 回 (停電し高低圧回路の絶縁・接地抵抗測定及び継電器試験) 

(3) 臨時点検 必要に応じ (故障、事故が発生した場合、その原因究明のため行う点検) 

具体的日時の設定は、事前に⾧崎市と協議する。 

４ 点検作業報告書の提出  

毎回、点検終了後、速やかに点検作業報告書を提出する。 

施設名 設備容量 
受電電

力 
受電電圧 

非常用予

備発電装

置 

その他の

発電装置 

⾧崎市立すみれ荘 

100kVA  

（電灯 50kVA   

動力 50kVA） 

80kW 6,600V 無 無 

⾧崎市立香焼ひまわり 225kVA 170kW 6,600V 無 無 
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１０ ばい煙測定 

 

１ 業務対象                       

施設名 種別 メーカー 型式 燃料 台数 

⾧崎市立しらゆり荘 給湯ボイラー 日本サーモエナー HKSAN-400BH A 重油 １ 

２ 業務内容              

ばい煙測定 

(1) 基本測定 

(2) ばいじん濃度測定 

(3) 窒素酸化物濃度測定 

(4) 硫黄酸化物濃度測定 

３ 測定回数              

年 2 回                          

具体的日時の設定は、事前に⾧崎市と協議する。 

４ 点検結果報告書     

毎回、点検終了後、速やかに点検作業報告書を提出する。 

 

  

 

1１ ローンボウルス場芝生管理 
 

１ 業務対象  

施設名 管理面積(㎡) 

⾧崎市立東望荘 350 

２ 業務内容 

(1) 施肥工（人力手撒き） 

芝生専用肥料（バーディグリーン）1 袋（20ｋｇ入）を人力にてまんべんなく散布する。 

（灌水の必要なし） 

※同等品可 

(2) 防除工（機械施工） 

  農薬（アージラン、ザイトロン）による虫害・雑草の防除を天候、生育状況を考慮し年に 3 回行う。 

  ※適宜季節に応じて農薬を変更することは可 

(3) 目土工（人力施工） 

芝生面の均一性を得るために目土の敷き均しを行う。 

３ 実施回数  

(1) 施肥工（人力手撒き）（年 2 回） 

(2) 防除工（機械施工）（年 3 回） 

(3) 目土工（人力施工）（年 1 回） 

具体的日時の設定は、事前に⾧崎市と協議する。 

４ 点検作業報告書の提出  

毎回、点検終了後、速やかに点検作業報告書を提出する。 

 

-64-


